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伊佐市役所代表電話 ☎２３－１３１１ 内線番号をお伝えください。
担当係におつなぎします。 お・し・ら・せ

広告

内
線

内
線

希
望
す
る
人
は
、
３
月
31
日
ま
で
に
接

種
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。
期
限
を
過
ぎ
る

と
接
種
費
用
の
助
成
が
受
け
ら
れ
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
ニ
ュ
ー
モ
バ
ッ
ク
ス
Ｎ
Ｐ

(23
価
肺
炎

球
菌
莢
膜
ポ
リ
サ
ッ
カ
ラ
イ
ド
ワ
ク
チ

ン
)
を
接
種
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
(
自
己
負
担
及
び
市

の
助
成
で
接
種
し
た
人
も
対
象
外
)。

※
対
象
者
で
予
診
票
の
な
い
人
は
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

保
健
課
健
康
推
進
係

１
２
４
４

令
和
４
年
度
の
対
象
者

65
歳

昭
和
32
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
33
年
４
月
１
日
生
ま
れ

70
歳

昭
和
27
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
28
年
４
月
１
日
生
ま
れ

75
歳

昭
和
22
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
23
年
４
月
１
日
生
ま
れ

80
歳

昭
和
17
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
18
年
４
月
１
日
生
ま
れ

85
歳

昭
和
12
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
13
年
４
月
１
日
生
ま
れ

90
歳

昭
和
７
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
８
年
４
月
１
日
生
ま
れ

95
歳

昭
和
２
年
４
月
２
日
か
ら

昭
和
３
年
４
月
１
日
生
ま
れ

100
歳

大
正
11
年
４
月
２
日
か
ら

大
正
12
年
４
月
１
日
生
ま
れ

高
齢
者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
予
防

接
種
の
対
象
者
の
み
な
さ
ん
へ

第
２
回
企
業
・
団
体
対
抗
ｅ
ス
ポ
ー
ツ

交
流
戦

「ｅ
ー

佐
カ
ッ
プ
」

伊
佐
の
企
業
、
団
体
の
熱
い
戦
い
再
び
！

日

時

３
月
12
日

(日
)

13
時
〜
16
時

場

所

伊
佐
市
文
化
会
館
大
ホ
ー
ル

種

目

ぷ
よ
ぷ
よ
ｅ
ス
ポ
ー
ツ

入

場

料

無
料

問
い
合
わ
せ
先

伊
佐
市
観
光
特
産
協
会

☎
㉙
５
０
１
３

◎
夜
桜
提
灯

期

間

３
月
25
日
(
土
)
〜

４
月
９
日
(
日
)

点
灯
時
間

18
時
〜
21
時
(
予
定
)

◎
マ
ル
シ
ェ
・
フ
リ
マ
イ
ベ
ン
ト

日

時

３
月
25
日
(土
)・26
日
(
日
)

10
時
〜
16
時

お
知
ら
せ

令
和
４
年
度
分
の
伊
佐
市
福
祉
タ
ク
シ

ー
利
用
券
(
黄
色
)
の
有
効
期
限
は
、
３

月
31
日
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
有
効
期

限
を
過
ぎ
る
と
ご
利
用
い
た
だ
け
な
く
な

り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

長
寿
介
護
課
高
齢
福
祉
係

１
２
２
４

福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
券
の
有
効
期
限

が
迫
っ
て
い
ま
す

忠
元
公
園
桜
ま
つ
り
ウ
ィ
ー
ク

電
気
設
備
年
次
精
密

点
検
の
た
め
、
レ
ン
ト

ゲ
ン
撮
影
や
各
種
検
査
等
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
救
急
外
来
を
休
止
し
ま
す
。　

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日

時

３
月
12
日
(
日
)

９
時
〜
19
時

問
い
合
わ
せ
先

水
俣
市
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー
総
務
課
管
財

係

☎
０
９
６
６
―
６
３
―
２
１
０
１

水
俣
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

点
検
作
業
に
よ
る
診
療
休
止

水
俣
市
立
総
合
医
療
セ
ン
タ
ー

点
検
作
業
に
よ
る
診
療
休
止

ゲ
ン
撮
影
や
各
種
検
査
等
が
で
き
ま
せ
ん

広告

出
店
者
募
集
！

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

出

店

料

一
日
５
０
０
円

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

伊
佐
市
観
光
特
産
協
会

☎
㉙
５
０
１
３

　
出
店
者
募
集
！

(
予
定
)
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Information

　

軽
自
動
車
税
(
種
別
割
)
は
、
毎
年
４

月
１
日
現
在
に
所
有
(
登
録
)
し
て
い
る

原
動
機
付
自
転
車
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、
軽
自

動
車
等
に
１
年
分
の
税
金
が
か
か
り
ま
す
。

軽
自
動
車
税

(種
別
割
)
の
廃
車
・

名
義
変
更
の
手
続
き
は
お
早
め
に

令
和
６
年
度
に
飼
料
作
物
収
穫
調
整

機
械
等
の
導
入
を
検
討
し
て
い
る
人

へ

内
線

内
線

使
用
・
所
有
し
て
い
な
い
原
動
機
付
自

転
車
や
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
は
、
３
月
31
日

ま
で
に
廃
車
や
譲
渡
等
に
よ
る
名
義
変
更

の
手
続
き
が
な
さ
れ
な
い
と
、
引
き
続
き

課
税
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

手
続
き
先
は
車
種
に
よ
り
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
伊
佐
市
役
所
税
務
課
で
手
続
き
す
る
車

種
○
原
動
機
付
自
転
車
(
１
２
５
cc
以
下
)

○
小
型
特
殊
自
動
車(
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
)

問
い
合
わ
せ
先

税
務
課
市
民
税
係

１
１
８
６
〜
１
１
８
９

◆
軽
自
動
車
協
会
及
び
軽
自
動
車
検
査
協

会
で
手
続
き
す
る
車
種

○
軽
三
輪

○
軽
四
輪

問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
県
軽
自
動
車
協
会

☎
０
９
９
―
２
６
１
―
４
０
１
１

軽
自
動
車
検
査
協
会

鹿
児
島
事
務
所

☎
０
５
０
―
３
８
１
６
―
１
７
６
１

◆
運
輸
支
局
で
手
続
き
す
る
車
種

○
軽
二
輪
(
１
２
５
cc
超
〜
２
５
０
cc
以
下
)

○
二
輪
の
小
型
自
動
車
(
２
５
０
cc
超
)

問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
運
輸
支
局

☎
０
５
０
―
５
５
４
０
―
２
０
８
９

事

業

名

　

活
動
火
山
周
辺
地
域
防
災
営
農
対
策
事

業
(
通
称
:
降
灰
対
策
事
業
)

内
　
　
容

　

飼
料
作
物
収
穫
調
整
用
等
の
機
械
施
設

整
備
(
補
助
率
65
％
以
内
)

要

件

３
戸
以
上
の
農
業
者
が
組
織
す
る
団
体

で
共
同
利
用
す
る
こ
と

募
集
期
限

３
月
15
日
(
水
)

そ

の

他

広告

　これまで屋外では原則不要、屋内では原則

着用としていたマスク着用について、３月

13 日からは個人の選択を尊重し、着用は個

人の判断が基本となります。

※本人の意思に反してマスクの着脱を強いる

ことがないよう、 ご配慮をお願いします。

３月13日からマスク着用は
個人の判断が基本となります

　

導
入
予
定
の
機
械
、
共
同
利
用
さ
れ
る

農
業
者
、
飼
料
収
穫
面
積
を
お
知
ら
せ
く

だ
さ
い
。

※
た
だ
し
今
回
希
望
さ
れ
て
も
令
和
６
年

度
に
採
択
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

農
政
課
畜
産
係
(
菱
刈
庁
舎
)

２
２
４
２

■ 高齢者や基礎疾患を有する人が、 感染拡

大時に混雑した場所に行くとき

は、 マスク着用が効果的です。

■ 次のような場面では、 マスク

着用が推奨されています。

① 医療機関を受診するとき

② 医療機関や高齢者施設を訪問するとき

次のような場面では、 マスク

② 医療機関や高齢者施設を訪問するとき

問い合わせ先　保健課新型コロナ対策係

１２４６・１２４７内線
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市
が
病
児
・
病
後
児
保
育
を

委
託
す
る
保
育
所
(
羽
月
保
育

園
)
の
看
護
師
を
募
集
し
ま
す
。

雇
用
施
設
名

社
会
福
祉
法
人
羽
月

福
祉
会

羽
月
保
育
園

(
大
口
堂
崎
５
６
２
番
地
６
)

募
集
人
員

１
人
(
正
職
員
)

勤
務
日
数

月
21
日
程
度
(
週
休
２
日
)

勤
務
時
間

８
時
〜
17
時

賃

金

月
額
１
５
２
、
６
０
０
円

資

格

看
護
師
ま
た
は
准
看
護
師

年
齢
制
限

59
歳
(
再
雇
用
あ
り
)

選
考
方
法

面
接

※
社
会
保
険
、
雇
用
保
険
、
労
災
保
険
、

通
勤
手
当
、
賞
与
あ
り

※
病
児
・
病
後
児
保
育
と
は
、
医
師
の
診

察
を
受
け
、
当
面
症
状
の
急
変
が
認
め

ら
れ
な
い
状
態
で
、
入
院
治
療
の
必
要

は
な
い
が
、
安
静
の
確
保
に
配
慮
す
る

伊佐市役所代表電話 ☎２３－１３１１ 内線番号をお伝えください。
担当係におつなぎします。 お・し・ら・せ

募　
　

集

広告

令
和
５
年
度

老
人
ク
ラ
ブ
会
員
募
集

病
児
・
病
後
児
保
育
の
看
護
師
募
集

　

老
人
ク
ラ
ブ
は
「
健
康
・
友
愛
・
奉
仕
」

の
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
仲
間
と

と
も
に
元
気
で
楽
し
く
活
動

で
き
る
老
人
ク
ラ
ブ
に
入
り

ま
せ
ん
か
。
概
ね
60
歳
か
ら

加
入
で
き
ま
す
。

地
域
に
老
人
ク
ラ
ブ
が
な

い
人
は
、
10
人
以
上
の
お
仲
間

で
の
設
立
も
で
き
ま
す
。
活
動
補
助
金
申

請
・
大
口
元
気
こ
こ
ろ
館
等
施
設
利
用
・

研
修
バ
ス
利
用
な
ど
、
詳
し
く
は
事
務
局

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

３
月
末
ま
で

問
い
合
わ
せ
先

伊
佐
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
事
務
局
(
大

口
元
気
こ
こ
ろ
館
内
)

☎
㉓
２
３
６
１

　

必
要
が
あ
り
、
集
団
保
育
が
で
き
な
い

　

児
童
(
満
１
歳
〜
小
学
校
２
年
生
)
で
、

　

保
護
者
が
勤
務
等
に
よ
り
家
庭
で
の
保

　

育
が
で
き
な
い
場
合
に
、
市
が
委
託
す

　

る
保
育
所
に
て
お
預
か
り
す
る
サ
ー
ビ

ス
(
看
護
師
、
保
育
士
の
２
人
体
制
)

で
す
。

問
い
合
わ
せ
先

羽
月
保
育
園

☎
㉒
６
３
８
８

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
大
口

☎
㉒
８
６
０
９

県
司
法
書
士
会
霧
島
支
部
で
は
、
次
の

と
お
り
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
予

約
優
先
。

日

時

３
月
25
日

(土
)

10
時
〜
16
時

場

所

大
口
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

相
談
内
容

司
法
書
士
の
業
務
全
般

①
土
地
建
物
、
会
社
の
登
記
に
関
す
る

司
法
書
士
の
無
料
相
談
会

　

相
続
登
記
が
さ
れ
て
い
な
い
土
地
は
、

所
有
者
が
分
か
ら
な
い
状
態
と
な
り
、
管

理
や
利
用
が
難
し
い
た
め
、
公
共
事
業
や

復
旧
・
復
興
事
業
の
妨
げ
と
な
る
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
い
ま
す
。
そ

の
解
消
の
た
め
に
、
令
和
６
年
４
月
１
日

か
ら
、
不
動
産
の
相
続
登
記
の
申
請
が
義

務
化
さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
法
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
ま
た
は
お

近
く
の
法
務
局
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

鹿
児
島
地
方
法
務
局
霧
島
支
局

☎
０
９
９
５
―
４
５
―
０
３
３
０(
登
記
)

『相
続
登
記
』
の
申
請
が
義
務
化
さ

れ
ま
す
！　

〜
な
く
そ
う
所
有
者
不
明
土
地
〜

※ 広広報報紙紙掲掲載載（（案案））／／相相続続登登記記のの義義務務化化ににつついいてて

鹿児島地方法務局霧島支局（担当：平野）

《お願い事項》

※ 可能なら、隔月（（奇奇数数月月））に継続して掲載していただきますよう御協力お願

いいたします。

※ 掲載スペースに応じて、 いずれかをお使いください。

※ 本制度のキャラクター「トウキツネ」及び法務省ホームページのＱＲコード

も掲載していただけますと幸いです。

法務省Q R コード

『相続登記』の申請が義務化されます！ ～なくそう所有者不明土地～

【本文２１１字】

令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されます。

相続登記がされていないことにより所有者が直ちに判明しない土地は、管理や利

用が難しいため、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなったり、隣接する土地に悪

影響を及ぼしたりするなど、様々な問題が生じています。この「所有者不明土地」の

問題の解消に向けて、不動産の登記に関するルールが大きく変わります。

詳しくは法務省ホームページでご確認又はお近くの法務局にお問合せください。

問合せ先 鹿児島地方法務局霧島支局 ℡ 099５-４５-0３３０（登記）

『相続登記』の申請が義務化されます！ ～なくそう所有者不明土地～

【本文１５２文字】
相続登記がされていない土地は、所有者が分からない状態となり、管理や利用

が難しいため、公共事業や復旧・復興事業の妨げとなるなど、様々な問題が生じて

います。その解消のために、令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務

化されます。

詳しくは法務省ホームページでご確認又はお近くの法務局にお問合せください。

問合せ先 鹿児島地方法務局霧島支局 ℡ 099５-４5-０３３０（登記）

近
く
の
法
務
局
に
お
問
い
合

鹿
児
島
地
方
法
務
局
霧
島
支
局

事
項
②
遺
言
書
③
成
年
後
見
手
続
き
な
ど

予
約
・
問
い
合
わ
せ
先

川
畑
事
務
所

☎
０
９
９
５
―
５
５
―
８
４
５
５

広告

〒895-2442

鹿児島県伊佐市大口針持3117-1

Tel/fax 0995-28-8008 携帯090-4773-8890 58ｍｍ
E-mail nbfnbfkiyomi277@gmail.com

行政書士　大野享美
鹿児島県行政書士会登録　2980号
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補補助助事事業業・・建建設設土土木木業業許許認認可可・・車車庫庫証証明明、、自自動動車車登登録録・・団団体体やや会会社社設設
立立・・ボボラランンテティィアア団団体体設設立立・・遺遺言言書書作作成成・・そそのの他他官官公公庁庁へへのの申申請請等等
ごご用用命命おお待待ちちししてていいまますす


